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佐倉市条例第   号 

   佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

 佐倉市税賦課徴収条例（昭和３４年佐倉市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則第１０条の２中第８項を第１４項とし、第７項を第１２項とし、同項の

次に次の１項を加える。 

１３ 法附則第１５条第４２項に規定する条例で定める割合は、５分の４とす

る。 

 附則第１０条の２中第６項を第１１項とし、第５項の次に次の５項を加える。 

６ 法附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備について同号に規定す

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の佐倉市税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）



附則第１０条の２第６項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得さ

れる地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）第１

条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「新法」

という。）附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備に対して課する平成

２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 新条例附則第１０条の２第７項の規定は、平成２８年４月１日以後に新た

に取得される新法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備に対して課

する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例附則第１０条の２第８項の規定は、平成２８年４月１日以後に新た

に取得される新法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備に対して課

する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 新条例附則第１０条の２第９項の規定は、平成２８年４月１日以後に新た

に取得される新法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備に対して課

する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

６ 新条例附則第１０条の２第１０項の規定は、平成２８年４月１日以後に新

たに取得される新法附則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備に対して

課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

７ 新条例附則第１０条の２第１３項の規定は、平成２８年４月１日以後に新

たに取得される新法附則第１５条第４２項に規定する家屋及び償却資産に対

して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 


